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行
刑
施
設
の
被
収
容
者
の
領
置
物
に
つ
い
て
、
従
来
、
そ
の
総
量
を
規
制
す
る
措
置
は
採
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、 

 

「
被
収
容
者
の
領
置
物
の
管
理
に
関
す
る
規
則
」
（
平
成
九
年
法
務
省
令
第
三
八
号
）
が
平
成
九
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ 

れ
、
各
行
刑
施
設
に
お
い
て
「
被
収
容
者
一
人
当
た
り
の
領
置
物
の
総
量
」
を
定
め
こ
れ
を
超
え
る
差
し
入
れ
、
購
入
を
禁
止

す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
被
収
容
者
の
領
置
物
の
総
量
規
制
」
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
総
量
規
制
に
対
し
て
は
、
規
制
方
法

が
余
り
に
も
一
律
で
容
量
も
少
な
す
ぎ
る
と
の
被
収
容
者
の
不
満
が
強
く
、
被
収
容
者
が
集
団
で
日
本
弁
護
士
連
合
会
人
権
擁

護
委
員
会
宛
に
人
権
救
済
を
申
し
立
て
た
り
、
特
に
刑
事
被
告
人
の
訴
訟
関
係
書
類
の
所
持
規
制
を
め
ぐ
り
行
政
訴
訟
が
提
起

さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。 

右
の
よ
う
な
現
況
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
国
際
人
権
（
自
由
権
）
規
約
委
員
会
に
対
す
る
日
本
政
府
の
第
四
回
定
期
報
告
書
に

つ
い
て
昨
年
一
一
月
五
日
に
同
委
員
会
が
採
択
し
た
ば
か
り
の
最
終
見
解
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
の
刑
務
所
制
度
に
関
し
「
受

刑
者
の
基
本
的
な
権
利
を
制
限
す
る
苛
酷
な
所
内
規
則
」
に
対
す
る
懸
念
が
表
明
さ
れ
る
な
ど
、
国
際
的
に
も
わ
が
国
の
行
刑

施
設
に
お
け
る
被
収
容
者
の
待
遇
に
つ
い
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

「
被
収
容
者
の
領
置
物
の
管
理
に
関
す
る
規
則
」
（
平
成
九
年
法
務
省
令
第
三
八
号
、
以
下
「
規
則
」
と
略
す
。
）
の
運 
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収
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一 

 



 

二 

全
国
の
行
刑
施
設
（
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
刑
務
所
の
各
本
所
の
ほ
か
、
県
庁
所
在
地
の
拘
置
支
所
、
お
よ
び
八
王
子

拘
置
支
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
被
収
容
者
の
法
的 

 
 

地
位
、
性
別
等
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
場
合
は
各
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

4 

各
施
設
で
本
質
問
主
意
書
提
出
時
点
で
実
際
に
領
置
し
て
い
る
領
置
物
の
総
量 

3 

各
施
設
の
本
質
問
主
意
書
提
出
時
点
で
の
実
収
容
人
員
及
び
昨
年
の
平
均
収
容
人
員 

2 

右
の
各
数
量
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
計
数
上
の
根
拠
と
し
て
使
用
し
た
「
領
置
倉
庫
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き

る
容
量
」
「
収
容
定
員
」
の
各
数
量
（
単
位
は
各
施
設
で
実
際
に
計
算
上
使
用
し
た
単
位
で
よ
い
。
以
下
同
じ
。
） 

1 

「
通
知
」
に
お
い
て
、
各
施
設
で
定
め
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
「
衣
類
の
総
量
を
保
管
す
る
た
め
の
容
量
」
「
衣

類
臥
具
以
外
の
物
の
保
管
量
」
「
被
収
容
者
一
人
当
た
り
の
領
置
物
の
総
量
」
の
各
数
量 

用
に
関
し
て
、
平
成
九
年
五
月
三
〇
日
付
法
務
省
矯
正
局
長
通
達
「
被
収
容
者
の
領
置
物
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
運
用
に

つ
い
て
」
（
以
下
「
通
達
」
と
略
す
。
）
及
び
同
日
付
法
務
省
矯
正
局
総
務
課
長
通
知
「
被
収
容
者
の
領
置
物
の
総
量
規
制 

 
 

に
関
す
る
運
用
上
の
参
考
事
項
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
通
知
」
と
略
す
。
）
が
発
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
「
規 

 
 

 

則
」
に
関
し
て
現
在
ま
で
に
発
出
さ
れ
た
運
用
内
規
が
あ
れ
ば
、
表
題
及
び
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

 



 

四 三 

「
規
則
」
施
行
以
後
に
、
「
規
則
」
第
五
条
乃
至
第
八
条
に
よ
っ
て
物
品
の
購
入
ま
た
は
差
入
れ
を
不
許
可
と
さ
れ
た
事 

 

例
が
、
現
在
ま
で
に
あ
る
か
。
あ
れ
ば
、
そ
の
各
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
施
設
名
、
年
月
日
、
対
象
物
、
差
入
れ
・
購
入
の
別
、

処
分
の
根
拠
と
な
っ
た
数
量
超
過
の
細
目
、
当
該
被
収
容
者
の
収
容
期
間
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

「
監
獄
法
改
正
の
骨
子
と
な
る
要
綱
案
説
明
書
」
で
法
務
省
は
、
「
刑
事
施
設
の
管
理
運
営
上
不
適
当
と
認
め
る
場 

 

合
」
で
も
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
現
行
監
獄
法
上
、
領
置
を
拒
め
な
い
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
が
（
「
現
在
の
実
務 

 
 

上
、
被
収
容
者
の
領
置
物
が
多
量
に
上
る
た
め
、
刑
事
施
設
の
事
務
処
理
上
著
し
い
支
障
を
来
す
場
合
が
少
な
く
な
く
、

管
理
運
営
上
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
・
・
・
こ
の
よ
う
な
場
合
、
現
行
（
監
獄
）
法
五
一
条
二
項
の
規
定 

 
 

の
趣
旨
が
、
物
の
性
質
上
保
存
の
価
値
な
く
、
又
は
保
存
に
不
適
当
と
認
め
る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
刑
事
施
設
の
管

理
運
営
上
不
適
当
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
規
定
で
は
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
結
局
、

こ
れ
を
放
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
実
状
に
あ
る
。
」
）
、
現
行
監
獄
法
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
改
め
た
の
か
。
改
め 

 

5 

「
規
則
」
施
行
の
時
点
で
「
被
収
容
者
一
人
当
た
り
の
領
置
物
の
総
量
」
を
超
過
し
て
い
た
被
収
容
者
の
人
数
及
び
超

過
容
量
の
合
計 

三 

 



 

4 

領
置
倉
庫
の
容
量
を
収
容
定
員
で
単
純
に
割
る
と
い
う
よ
う
な
非
現
実
的
な
規
制
方
法
で
は
、
実
際
、
領
置
倉
庫
の
施

設
空
間
の
無
駄
使
い
に
な
ら
な
い
か
。
刑
事
施
設
法
案
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
領
置
倉
庫
が
具
体
的
に
逼
迫
状
況
に

あ
る
場
合
に
領
置
物
が
特
に
著
し
く
多
量
な
被
収
容
者
の
領
置
物
を
規
制
の
対
象
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
よ
り
現
実
的

3 

「
規
則
」
で
は
、
各
被
収
容
者
の
個
別
的
事
情
（
在
監
期
間
の
長
短
、
家
族
関
係
・
宅
下
げ
の
状
況
等
）
が
一
切
考
慮

さ
れ
ず
、
「
被
収
容
者
一
人
当
た
り
の
領
置
物
の
総
量
」
が
一
律
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な 

 

個
別
的
事
情
を
考
慮
で
き
な
い
理
由
は
何
か
。 

2 

刑
事
施
設
法
案
で
は
領
置
物
の
量
的
規
制
に
つ
き
要
件
を
相
当
厳
格
か
つ
具
体
的
に
絞
っ
て
い
る
が
（
「
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
物
品
を
領
置
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被
収
容
者
の
物
品
が
著
し
く
多
量
で
あ
る
た
め
刑
事
施
設
に
お
け

る
被
収
容
者
の
物
品
の
適
正
な
管
理
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
あ
る
と
き
は
、
刑
事
施
設
の
長
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
領
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
」
）
、
「
規
則
」
で
こ
の
よ
う
な
絞
り
を
全
く
は
ず
し 

 
 

た
理
由
、
そ
れ
が
法
律
上
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

た
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
、
特
に
同
説
明
書
に
い
わ
ゆ
る
「
監
獄
法
五
一
条
二
項
の
趣
旨
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

四 

 



 

 

五 

で
権
利
制
限
的
で
な
い
規
制
方
法
は
、
何
故
に
採
れ
な
い
の
か
。
採
れ
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

1 

刑
事
被
告
人
の
被
告
事
件
に
関
す
る
訴
訟
関
係
書
類
も
「
規
則
」
に
よ
る
領
置
物
の
総
量
規
制
の
対
象
に
含
ま
れ
る
の

か
。
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
刑
事
被
告
人
の
防
御
権
の
保
障
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。 

2 

被
収
容
者
が
房
内
で
現
に
所
持
す
る
衣
類
、
書
籍
、
日
用
品
等
も
「
規
則
」
に
よ
る
総
量
規
制
の
対
象
に
含
ま
れ
る
の

か
。
同
じ
く
房
内
で
現
に
所
持
す
る
訴
訟
関
係
書
類
も
対
象
に
含
ま
れ
る
の
か
。
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
的
根
拠

（
房
内
で
所
持
す
る
物
品
と
領
置
物
と
の
関
係
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


